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令和 7 年 9 月 電子カルテ更新案内 （Ｖｅｒ：３．２５．２９） 

1. 患者付随情報欄のカーソル位置を変更できるようになりました 

患者付随情報欄をクリックしたときに、入力画面のカーソル位置を備考欄にするか、クリックした項目にするか、

オプションで選択できるようになりました。 

 

<オプションの設定方法> 

① 受付画面右上の    をクリック 

② [保守] → [画面制御] → [カルテ関係] を選択 

③ [付随情報フォーカス位置] （2 列目の下から 2 番目）で [ 可変 ] を選択 

 

 

2. 病名確定後に手入力で変更した場合、正しくレセプトに反映されないことがあ

る不具合が修正されました 
 

病名の確定後に、病名欄に直接手入力で修飾語等を追加した場合、レセプトに反映されないことがありました。

変更内容が正しくレセプトに反映されるように修正を行いました。 

 

＜不具合の出ていた操作手順＞ 

① 確定後の病名欄をクリックして病名を反転させます。例）咽頭炎 

  

② キーボードの  ←  （ひだり）または  →  （みぎ）キーを押下して、反転を解除します。 

  
③ 修飾語等を入力します。例）急性 

  
④  Enter  キーを押下して確定します。例）急性咽頭炎 

  
 



2 

 

3. 身体所見欄の表示方法が改善されました 

身体所見入力画面で項目値を入力する際、小数第 1 位の「0」を入力した場合、カルテにもその「0」が表示され

るようになりました。 

   
 

4. 内用液の表示方法が改善されました 

内服薬として内用液を入力した場合、通常はカルテに「1 日分」と表示されますが、点数マスタで「内服滴剤」

にチェックを入れることで、「1 回分」と表示されるようになりました。 

＜カルテ表示＞ 

 

＜点数マスタ＞ 

カルテの [保守] から [内服薬] を選択し、該当薬剤を選択または登録して「内服薬剤」にチェックを入れます。 
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5. シェーマの文字設定が記憶されるようになりました 

シェーマ文字入力時に、前回選択したフォント設定が自動的に引き継がれるようになりました。これにより、 

毎回フォントを再設定する手間が省け、入力作業がよりスムーズになります。 

 
＜引き継がれる内容＞ 

・フォント名 

・スタイル（例：太字、斜体など） 

・サイズ（※指定可能サイズは 6～72 ポイント） 

 
例 前回のシェーマ 

 
次回入力時に前回の文字設定が引き継がれます。 
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6. 付箋に背景色・文字色を追加できるようになりました 

＜操作手順＞ 

1. カルテの  付箋  ボタンをクリックして付箋を表示します。 

2.  背景色  または  文字色  をクリックします。 

 

3. （１）「作成した色」欄から空白のカラーボックスをクリックします。 

（２）画面右側に表示されたカラーパレットをクリックして「色合い」と「鮮やかさ」を決めます。 

   ※基本色の中に目的の色があるときは、基本色からクリックして（５）に進みます。 

（３）次に右端の「明るさ」を決めます。 

（４）「色｜純色」ボックスの色を確認します。 

（５）「色の追加」をクリックします。 

（６）「OK」をクリックします。 

 

4. 作成した色が表示されます。 
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7. 文書作成機能（Mk-II）で、入力中のカルテ内容が反映されるようになりました 

文書作成機能（Mk-II）とは、カルテの［文書］ボタンをクリックした後に、Word や Excel を使用して文書を作

成する機能です。 

この機能において、カルテを登録する前でも、作成中のカルテ内容を文書作成に利用できるようになりました。 
※本来は利用可能な仕様でしたが、過去の更新により一時的に利用できなくなっていました。 
 

8. 検査結果（Mk-II）の表示仕様が変更されました 

検査結果（Mk-II）の表示仕様に、検査結果形態の分離表示とコメント表示機能が追加されました。 

従来は、検査値に「ﾐﾏﾝ」「ｲｼﾞｮｳ」「ｲｶ」などの文字を直接付加して結果形態を表していましたが、今回の変更に

より、 

・「未満」「以下」「以上」「超過」「結果無」の結果形態 

・「再検査済みです。」などのコメント 

をそれぞれ項目として分けて表示できるようになり、表現のバリエーションが拡充されました。 

※本機能のご利用には、検査会社様側での対応が必要です。 

 


